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経営事項審査に係るデータ作成業務仕様書 

  

  本書は、長野県の経営事項審査に係るデータ作成業務に関する仕様書であり、本業務の受託

業者は以下に示す全ての事項を満たすこと。 

 

第１章 基本的事項  

１ 業務名 

  経営事項審査に係るデータ作成業務 

 

２ 履行期間 

   令和３年４月１日から令和４年３月31日まで 

 

３ 納入場所 

   長野県建設部建設政策課が定める場所 

 

 ４ 業務の範囲 

(1) 経営事項審査に係るソースデータ作成（第２章） 

(2) データ作成依頼書類一式の引渡し及び成果物の納品（第３章） 

(3) 連絡体制（第４章） 

(4) 個人情報及び情報資産の取扱（第５章） 

 

５ データ作成予定業務とその予定件数 

(1)  業務名 経営事項審査に係るデータ作成業務 

(2)  業務コード  A81 

(3)  令和３年度予定件数（レコード） 189,800 

   

第２章 経営事項審査に係るソースデータ作成 

 １ 基本事項 

   経営事項審査申請データ作成依頼書類一式に記載された事項を、ソ－スデータ作成要領に

従って作成し、納品すること。 

   

 ２ データ作成依頼書類一式 

   別紙１のとおり 

 

 ３ ソースデータ作成要領 

   別紙２～別紙４のとおり 
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４ 成果品のエラー発生頻度 

0.03パーセント以内とすること。 

 

 ５ 障害時対応 

   受託者は障害原因を調査した後、再発防止策を策定して県の了解の上、実施すること。 

  

６ 新規帳票及び既存帳票の仕様変更 

県から別紙１に記載されている以外の帳票においてデータ作成業務の依頼があった場合、

若しくは既存帳票の仕様変更依頼があった場合、受託者は県と協議の上、当該業務が円滑

に行われるように必要な技術支援及び業務アプリケーションを作成して、当該業務を実施

すること。 

 

第３章 データ作成依頼書類一式の引渡し及び成果物の納品 

 １ データ作成依頼書類一式の引渡し場所 

   データ作成依頼書類一式の引渡しは、建設政策課長が指定する場所で行う。 

 

 ２ データ作成業務スケジュール 

   受託者は建設政策課から提供されるデータエントリ計画表（様式を別紙５に示す。）（以

下「計画表」とする。）に従ってデータ作成業務を行うこと。発注及び納品の日時は計画表

に従うものとする。 

また、計画表に変更があった場合は、随時建設政策課から受託者に連絡する。受託者が

計画表の変更を必要とする場合は、事前に建設政策課長と協議すること。 

 

３ 引渡しするもの 

  (1) データ作成依頼書類一式（紙） 

  (2) 納品用媒体（CD-R）（USBは不可） 

(3) データエントリ発注書（別紙６）及びデータエントリ納品書（別紙７） 

 

 ４ 成果品の納品方法 

   納入は、光ディスク(CD-R)に記録して建設政策課長が指定する場所に持参する。なお、光

ディスク(CD-R)によりがたい場合は、事前に建設政策課長と協議すること。 

 

 ５ 納品データの記録形式 

UTF-8形式を使用すること。 
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 ６ 発注書及び納品書 

(1) データエントリ発注書は建設政策課にて記載し、データエントリ納品書は空欄のまま

引き渡すこととする。 

(2) 納品書は、受託者にて記入すること。 

 

第４章 連絡体制 

 １ 受付窓口 

   県から連絡を受ける受付窓口として県の開庁日の８時30分から17時15分まで連絡可能な

受付窓口を設置し、速やかに連絡がとれること。 

   但し、17時15分以降に成果品の納品を予定している日は当該納品物が県に届くまで、速や

かに連絡がとれること。 

 

 ２ 障害連絡 

障害検知時は、受託者により一次切分を行い、障害内容に従い適切な連絡先へ連絡し、障

害対応を行うこと。 

 

第５章 個人情報及び情報資産の取扱 

 １ 基本事項 

  (1) 「個人情報取扱事務委託基準(別紙８)」及び「情報資産等取扱特記事項(別紙９)」の

記載内容に従うこと。 

  (2) (1)に記載のない事項に関しては、受託者の情報セキュリティポリシーに準拠すること。 

  (3) 該当しない項目が発生した場合は、都度建設政策課長と受託者で協議をすること。 

 

 ２ 特記事項 

(1) 個人情報を含む原票の搬送には、受託者が自ら搬送するか、もしくは受託者と同等の

秘密保持義務を負わせた委託会社が搬送すること。 

(2) 原票及び納品データが保存されている媒体は、県庁搬送まで入室者を限定した室内の

鍵付ロッカーに一時保管すること。 

(3) 受託業者は本調達業務を行う全ての場所において、本章で要求されている内容が遵守

されていることを確認すること。 



様式第二十五の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人

1.一般

2.特定
）（

解

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ １

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

総 合 評 定 値 請 求 書

令和　　　年　　　月　　　日

地方整備局長
北海道開発局長

経営規模等評価再審査申立書

知事 殿

項番 請求年月日
3 5 9 10 15 20

申 請 年 月 日 ０ １ 令和 年 月 日 令和 年 月 日

3 5 10 11 15

－

申 請 時 の
許 可 番 号

０ ２
大臣

コード
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 号 令和 年 月 日
知事 知事 特

3 5 10 11 15

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

０ ３
大臣

コード
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 月号 令和 日
知事 知事 特

3 5

年

月審 査 基 準 日 ０ ４ 令和 日

3

申 請 等 の 区 分 ０ ５

年

5

処 理 の 区 分 ０ ６

法人又は個人の別 ０ ７

3

3 4

,,
（ ）

3 5 10 15

,
20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ８

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ０ ９

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

１ ０

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

１ １

3 5

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２

3 5 10 15 20

主たる営業所の所在地 １ ３

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

郵 便 番 号 １ ４ － 電 話 番 号

土 建 大 左 と 石 屋 電 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 消 清

3 5 10 15 20 25 30

絶

許可を受けている
建 設 業

１ ５

3 5 10 15 20 25 30

経営規模等評価等
対 象 建 設 業

１ ６

5 10

（千円）

14 15 20 25

Administrator
テキストボックス
別紙1-1



審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記入すること。次に記載すること。

連絡先

所属等

ファックス番号

項 番
3 5 10 13

自 己 資 本 額 １ ７
, , ,

（千円） ( ) 基準 決算 (千円)

’ ’ ’

直 前 の

審査基準日
(千円)

’ ’ ’

3 5 10

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１ ８
, , ,

（千円）
利益額（利払前税引前償却前利益）
= 営業利益+減価償却実施額

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

営業 利益 (千円)営業 利益 (千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)
減価 償却
実 施 額

(千円)
減価 償却
実 施 額

’ ’ ’ ’ ’

技 術 職 員 数 １ ９

’

（人）

3 5

3 5

,

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０

第　　　　　　　　号 令和　　　年　　　月　　　日

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項 再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

氏名 電話番号

Administrator
テキストボックス
別紙1-2



別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

, , , , ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

, , , , , , ,

40

３ ４ 合　計

20 23 25 30 33 35

その他   工事

3 5 10 13 15

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

, , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

, , , , , , ,

40

３ ３ その他

20 23 25 30 33 35

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度工事

3 5 10 13 15

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

, , , , , , , , , ,, ,

36 40 45

３ ２

16 20 25 26 30 35

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度工事

3 5 6 10 15

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

, , , , , , , , , ,, ,

36 40 45

３ ２

16 20 25 26 30 35

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度工事

3 5 6 10 15

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

, , , , , , , , , ,, ,

36 40 45

３ ２

16 20 25 26 30 35

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度工事

3 5 6 10 15

, ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

, , , , , , ,, ,,

45

３ ２

25 26 30 35 36 40

（千円） 元 請 完 成 工 事 高 （千円）

3 5 6 10 15 16 20

業 種
コ ー ド

完 成 工 事 高 （千円） 元 請 完 成 工 事 高 （千円） 完 成 工 事 高

（ ）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

    年    月～    年    月

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 々 審 査 対 象 事 業 年 度

    年    月～    年    月

年 月年 月 至年 月 自月 至３ １ 自 年

10 11 13 15 17 19

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度の前審査対象事
業年度又は前々審査対象事業年度

審査対象事業年度 計算基準の区分

項 番 3 5 7 9

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

- ３ -

Administrator
テキストボックス
別紙1-3



別紙三

労働福祉の状況

〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

建設業の営業継続の状況

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

２

（用紙Ａ４）

3 5

3

     年     月     日      年     月     日令和令和令和

２５

指示処分の有無

3

3

５研究開発費（２期平均）

４

５
,

3

3

建設機械の所有及びリース台数

15

（人）技能者数 控除対象者数

3 技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ )

新規若年技術職員数(Ｃ)

,,
（人）

,

技能レベル
向上者数

６ ２

5 9

技術者数
,

（人）

（人）

,
（単位）

3 5 10 11

3

CPD単位取得数 ６ １
,

〔1.該当、2.非該当 〕新規若年技術職員の育成及び確保 ６ ０

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ５ ９ 〔1.該当、2.非該当 〕

新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

(人)

3

(人)

,

若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

(人)

（台）

5

（人）

（年）

〔1.有、2.無 〕

（人）

5

昭和
平成
令和

再生手続又は更生手続開始決定日

   　年     月     日

’ ’

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

’ ’ ’ ’

(千円)(千円)

営業停止処分の有無 ５ ０

監査の受審状況

公認会計士等の数

5

3

雇用保険加入の有無 ４ １

項 番 3

健康保険加入の有無 ４ ２

４

４０ ０ ０

その他の審査項目（社会性等）

3

３

3

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ ４

3

厚生年金保険加入の有無

再生手続又は更生手続終結決定日

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４

3

９

3

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ６

営業年数

備考（組織変更等）初めて許可（登録）を受けた年月日

 　  年     月     日 年　　　　か月４ ７

休業等期間

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ４

10

,

二級登録経理試験合格者等の数

3

,

5

3

3

（千円）

５

15

10 20

,

５

防災協定の締結の有無 ４

５ ３

５ １

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ５ ８

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ５ ７

3

〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

〔1.有、2.無 〕

〔1.有、2.無 〕

〔1.有、2.無 〕

〔1.有、2.無 〕

６

８

3

５

〔1.有、2.無 〕

〔1.有、2.無 〕

〔1.有、2.無 〕

〔1.有、2.無 〕

  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

再生計画又は更生計画認可日

Administrator
テキストボックス
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別紙二
（用紙Ａ４）

２ ０ ０

日 8

頁 数 8 １

8 ２

頁

月 日

8 ２月 日

12 年

日

8 ２

日 8

8 ２

8 ２

8 ２

8 ２

月 日

日

日 8 ２

8 ２

月 日

日

日

日 8 ２

０ ５

技　術　職　員　名　簿

項 番
3 5

通番

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

業種
コード

有資格
区分

コード

講
習
受
講

業種
コード

有資格
区分

コード

講
習
受
講

監理技術者資格者証
交付番号

CPD単位
取得数

3 5 10

１ 年 月 日 8 ２

２ 年 月 日 8 ２

３ 年 月 日 8 ２

４ 年 月 日 8 ２

５ 年 月 日 8 ２

６ 年

７ 年 月 ２

８ 年 月 日 8 ２

９ 年

10 年 月 日 8 ２

11 年 月 日 8 ２

月 日 8 ２

13 年 月 日 8 ２

14 年 月 日 8 ２

15 年 月 日 8 ２

16 年 月 日 8 ２

17 年 月 日

18 年 月 ２

19 年 月

20 年 月 日

21 年 月 8 ２日

22 年 月 日

23 年 月

24 年 月

25 年

26 年 月 8 ２

27 年 月 8 ２

28 年 8 ２

29 年 月

30 年 月 日 8 ２

Administrator
テキストボックス
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様式第二十五号の十三（第十九条の五関係）

登録経営状況分析機関

令和  年  月  日

殿 登録経営状況分析機関代表者 印

あります。

5 10

7 1 0 1

5

5

17

 

受 取 利 息 配 当 金

売 上 総 利 益

20

25

・

25

25

25

25

営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
（ 当 期 ）

営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
（ 前 期 ）

・

20

2017

17

17

 '

20

 '

20

20

経常（事業主）利益

支 払 利 息

20

20

20

20

15

15

・

・

15

15

15

1510

10

自 己 資 本 比 率

13

13

13

5

5

7 0 2

0 4

5

（千円）

－電 話 番 号

処 理 の 区 分

項　　番

7 1 0 1

60

経営状況分析

固 定 負 債

流 動 負 債

固 定 資 産

7 1 0

0

2

0 9

0

8

7

7 1

4

7

1

7 3

7
 '

1 1
 '

5

5

総 資 本 （ 前 期 ）

総 資 本 （ 当 期 ）

5

経営状況分析結果（Ｙ）＝

5

1 1

1 1

自 己 資 本

利 益 剰 余 金

5

 '

7 1 1 1

5

 '

 '

10

10

・

7 1

7 1 売 上 高 経 常 利 益 率

5 総 資 本 売 上 総 利 益 率7 1 0

経 営 状 況 点 数 （ Ａ ） ＝

5

 '

7 1 1

7

5

 '  '

・

13

自 己 資 本 対 固 定 資 産 比 率
・

純 支 払 利 息 比 率

負 債 回 転 期 間

7 1 0 3

1

5

月

％

経営状況分析の結果を通知します。
この経営状況分析結果通知書の記載事項は、事実に相違ありません。

注）「処理の区分」の欄は、建設業法施行規則別記様式第25号の11の記載要領の別表(2)の分類に従い、経営状況分析を行つた処理の区分を表示して

号

（用紙Ａ４）

1 0 0 0 6

17

日年

10

経 営 状 況 分 析 結 果 通 知 書

登録年月日

－

令和　　年　　月　　日

登 録 番 号

許 可 番 号

金　　　　額（千円）

売 上 高

17

金　　　　額（千円）

5

・

10

10

営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー

10

 '  '
10

 '  '

17

 '  '  '

15

17 20

15

15

 '  '  '

 '

10 15

 '  '
10 15

 '  '  '

 '  '  '

 '

25

25
 '

 '

 '  '  '

 '

 '  '  '

審 査 基 準 日

－

売 上 高 に 占 め る
完 成 工 事 高 の 割 合

資 本 金

数 値

・

令和

 '

単 独 決 算 又 は
連 結 決 算 の 別

利 益 剰 余 金

〔1.単独決算、2.連結決算 〕

数 値

5

 '  '

Administrator
テキストボックス
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別紙 ２ 
ソースデータ作成要領 

 
 

１ ソースデータの作成 

ソースデータの作成は別途配布する「経審ソースデータ作成ツール」を使用するか、

または下記のレコード形式等に従って作成してください。 

 

２ レコード形式 

(1) 各項番ごとに１レコードとして、決められた属性・桁数（別紙４ 経審ソースデー

タレイアウト参照）で入力します。 

(2) レコードの区切りは改行コード（“CR”＋“LF”）とします。 

    また、各項番の有効データが決められた桁数に満たないときは、その項目の属性に

従った空白で埋めてください。 

 

３ コード 

ＵＴＦ－８を使用してください。 

 

４ ソースデータのファイルサイズ 

２Ｍバイト以内で作成してください。 

 

５ 注意事項 

(1) １件の申請データ内では、項番は昇順でなければなりません。  

(2) １件の申請データは、同じソースデータファイル内に連続して入力されていなけれ

ばなりません。 

(3) ＪＩＳ第１水準～第４水準および「別紙３ 外字コード表」に掲げる漢字以外の漢

字は、全角の‘＊’（アスタリスク）を入力してください。  

(4) 合成用濁点（Ｕ＋3099）および合成用半濁点（Ｕ＋309Ａ）は入力しないでください。 

 

６ 備考 

(1) データ作成依頼書類一式の別紙１－４のうち項番 61 及び項番 62 の部分に係る入力に

ついては、令和３年４月 23 日以降に依頼するものから入力してください。 

   また、令和３年４月１日と４月 13 日に依頼するものについては、別紙１－５のうち項

番 81 及び項番 82 について、それぞれの項番を 61 及び 62 と読み替えて入力してくださ

い。 

(2)  データ作成依頼書類一式の別紙１－４のうち項番 61 及び項番 62 の部分、別紙１－５

のうち項番 81 及び項番 82 に係る経審ソースデータレイアウトについては、令和３年４

月 22 日までに提供するものとします。 



別紙　３　　外字コード表

N1000048
四角形

N1000048
四角形

N1000048
四角形

N1000048
四角形

N1000048
四角形

N1000048
四角形

N1000048
四角形

N1000048
四角形

N1000048
四角形

N1000048
四角形

N1000048
四角形

N1000048
四角形

N1000048
四角形



経審ソースデータレイアウト
（1）経営事項審査申請書　ソースデータレイアウト

備考

“01”固定

“00”～“47”

-

通番

13

16

“05”固定

1:経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求
2:経営規模等評価の申請
3:総合評定値の請求
4:経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求
5:経営規模等評価の再審査の申立

15

12

14

1

5

3

4

10

5

2

1

4

7

11

9

2

3

6

8

X 6

6

大臣・知事コード

許可番号

許可年月日

桁数レコード

申請年月日

整理番号等

項番０２

申請年月日

請求年月日

2

6

X

X

繰り返し項目

X -項番０１

属性

2

X 6

項番０５

審査基準日 -

-X

X

X 1申請等の区分

6

許可年月日

X

X

X

大臣・知事コード

項番０３

前回の申請時の
許可番号

項番０４

申請時の許可番号

許可番号

X

X

X

X

-

-

2

6

2

X

8

2

2

2

6

-

-

-

“02”固定

“00”～“47”

“03”固定

-

-

-

-

-

-

-

“04”固定

(1)-1

別紙４



備考通番 桁数レコード 繰り返し項目 属性

28

9

“08”固定

“09”固定

“10”固定2

27

10

29

X

代表者又は個人の氏名のフリガナ

X

25

26

17

21

22

20

6

24

-

2項番０７ X

資本金額又は出資総額

法人又は個人の別

10

N

40

X

40

X

2

N

N

1

8

商号又は名称のフリガナ

-

-

-

-

X 2項番０６

項番０８

項番１０

X

X

処理の区分

商号又は名称

項番０９

X

20

2

2

“06”固定

処理の区分の左欄
00:１２か月ごとに決算を完結した場合
01:６か月ごとに決算を完結した場合
02:商業登記法（昭和38年法律第125号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他１２か月に満たない
期間で終了した事業年度について申請する場合
03:事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合
04:事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

-

-

-

-

-

-

“07”固定

18

19

処理の区分の右欄
10:申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき
11:申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき
12:申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申
請するとき
13:申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡により新
たな経営実態が備わつたと認められる日を審査基準日として申請するとき
14:申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続開始の申立てが行われた
場合で会社更生手続開始決定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生計画認可日までの間に
決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日ま
での間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日から調停条項受諾日までの間に決算日が到
来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき
15:申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定を受けて
申請する場合
16:申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分担が相当
程度なされているものとして認定を受けて申請する場合
17:申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親会社と当
該子会社からなる企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合
18:申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき
19:申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請するとき
20:申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合
21:申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者（連結子会社）として認定を受
けて申請する場合
22:申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する場合

-

2

1:法人　2:個人

23 法人番号 X 13 -

7

(1)-2



備考通番 桁数レコード 繰り返し項目 属性

“19”固定

12

“11”固定

“12”固定

項番１１

41

47

46

N

30

31

32

34

33

44

45

43

40

35

37

36

11

-

- “14”固定

“13”固定

13

X

2X

X

X 2

40

経営規模等評価等対象建設業

登録経営状況分析機関番号

項番２０

19

X17 自己資本額

審査対象

項番１７

16

X

X

248

6

X

X

2

X

6

18

X項番１８

利益額（２期平均） X

51

項番１９

49 技術職員数

50 X

2

20

38

42

39

15

14

X

許可を受けている建設業

郵便番号

電話番号

-

-

項番１３ -

項番１４

代表者又は個人の氏名

項番１２

主たる営業所の所在地市区町村コード

-主たる営業所の所在地

10

X

-X

N

2

5

X

項番１６

項番１５

1

X

X 13

10

-

×29

-

10

-

-

-

-

-

市外局番、局番、番号は‘-’（ハイフン）でつなぐ

“15”固定

空白又は0:無　1:一般　2:特定

“16”固定

“18”固定

“20”固定

空白又は0:審査対象外　9:審査対象

“17”固定

1:基準決算　2:２期平均

1

1

X

-

-

-

×29

2

2

7

2

2

-

-

-

(1)-3



（2）工事種別完成工事高　ソースデータレイアウト

“34”固定

-

-

-

-

-

-

-

-

10X

X

X 10

X 2

10

X 10

X 10

X

17 元請完成工事高

その他工事

3

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度
又は前々審査
対象事業年度

15

10

2

X

X

X

10

1020

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度
又は前々審査
対象事業年度

4

合計

項番３４

元請完成工事高

完成工事高19

18

21
審査対象事業
年度

完成工事高

22 元請完成工事高

通番

1

自

至

12

7

審査対象事業
年度

レコード

完成工事高

完成工事高

13 項番３３

完成工事高16

1

4

6

項番３１

完成工事高

項番３２

14

元請完成工事高

桁数

X

2X

4X

4

自

1

属性

X

項目

審査対象事業年度の前審査対象事業年度
又は前々審査対象事業年度

X

10

3

10

10

10

元請完成工事高

元請完成工事高

11

10

X

X

X

X

2

業種コード

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度
又は前々審査対象事
業年度

審査対象事業年度

9

8

-

3

2

計算基準の区分

5 至

4

4

2

X

X

X

審査対象事業年度

備考

“33”固定

-

-

- “31”固定

1:２年平均　2:３年平均

“32”固定

繰り返し

-

-

×33
(MAX)

-

-

(2)-1



（3）その他の審査項目（社会性等）　ソースデータレイアウト

指示処分の有無

2

2

“46”固定

項番５１

防災協定の締結の有無

1:有　2:無

“47”固定

X

X

“51”固定

1:有　2:無

1:有　2:無　3:適用除外

1:有　2:無

“49”固定

“42”固定

1:有　2:無　3:適用除外

“44”固定

1:有　2:無

X

2

-

-

-

1

1

2

-

1

1 -

1

-

X 1

X 2

属性 桁数

X

X

X

X 2

1

X

X

X

X

1

X

X

X

X

2

X

項目通番

13

9

10

7

8

3

2

1

レコード

項番４６

法定外労働災害補償制度加入の有無

項番４５

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

項番４２

健康保険加入の有無

項番４４

項番４３

厚生年金保険加入の有無

項番４１

雇用保険加入の有無

1

建設業退職金共済制度加入の有無

20

19

4

9

4

14

8

15

12

5

5

11

6

3

6

2

16

21

11

X

項番４７

営業年数

10

7

X

項番４８

民事再生法又は会社更生法の適用の有無

X

X

項番４９

22

18

17

1

2

3

2

1

“41”固定

営業停止処分の有無

2

-

-

-

2項番５０

1:有　2:無

“50”固定

1:有　2:無

-

繰り返し

-

-

-

-

-

-

1:有　2:無　3:適用除外

備考

“48”固定

“45”固定

1:有　2:無

-

-

-

-

-

-

“43”固定

(3)-1



属性 桁数項目通番 レコード 繰り返し 備考

“60”固定

40 新規若年技術職員の育成及び確保 X 1 - 1: 該当　2: 非該当

39

20

項番６０ X 2 -

X

X 4

10

2

“59”固定

38 若年技術職員の継続的な育成及び確保 X 1 - 1: 該当　2: 非該当

37

19

項番５９ X 2 -

-X

X 2 “56”固定

13

項番５３

項番５２

監査の受審状況

二級登録経理試験合格者の数

研究開発費（２期平均）

公認会計士等の数

項番５４ “54”固定-

“53”固定

-

2

4

X

X

2

1

12

“52”固定-

1:会計監査人の設置　2:会計参与の設置　3:経理処理の適正を確認した旨の書類の提出　4:無

2

25

24

26

23

X

X

X

項番５５

-

-

“55”固定-

-

1:有　2:無ＩＳＯ１４００１の登録の有無 X 1 -

ＩＳＯ９００１の登録の有無 X 1 -

“58”固定

- “57”固定

1:有　2:無

建設機械の所有及びリース台数 X 3 -

18

36

27

14

28

29

15

30

-項番５６

項番５８

31

16

32

33

17

34

35 X 2 -

項番５７ X 2

(3)-2



（4）技術職員名簿　ソースデータレイアウト

9 1

有資格区分コード２

講習受講２

2

7

5 有資格区分コード１

講習受講１

8 X 3

業種コード２

6

24

頁数2

3 項番６２

業種コード１

“61”固定

通番 レコード

項番６１1

1

項目 備考

-

3

属性 桁数 繰り返し

2X

X

X

-

X 2

×30
(MAX)

X

2

1

X 3

X

X 1:有　2:無

“62”固定

1:有　2:無

(4)-1



（5）経営状況分析結果通知書　ソースデータレイアウト

備考

“71”固定

“01”固定

“71”固定

“04”固定

“71”固定

“06”固定

“71”固定

“05”固定

“71”固定

-

-

“02”固定

1:単独決算　2:連結決算

“71”固定

“03”固定

-

-

-

-

2

8

-

-

-

8

8

2

8

2

-

-

X 1

X

2

2

8

-

8

2

-

-

-

-

-

-

桁数 繰り返し

2

-

-

2

4

-

-2

属性項目

売上高に占める完成工事高の割合 X

X項番７１

枝番０１

4

3

1

2 1

通番 レコード

X

項番７１

枝番０３

単独決算又は連結決算の別

2

X項番７１

X枝番０２

9

3

X

純支払利息比率

自己資本対固定資産比率

5

8 X

6

7

項番７１15 2

10 X 8

2X

X

5

X

X

X

X

営業キャッシュフロー

4

項番７１

枝番０４

2

8

11

12

21

6

枝番０６

X

売上高経常利益率

利益剰余金

項番７１

X

負債回転期間

自己資本比率

X

X

総資本売上総利益率

枝番０５

X

X

22

19

13

14

20

18

16

17

(5)-1



備考桁数 繰り返し属性項目通番 レコード

“07”固定

“71”固定

“71”固定

“71”固定

“12”固定

“09”固定

“71”固定

“11”固定

“10”固定

“71”固定

“08”固定

“71”固定

-

-

7

経営状況分析結果（Ｙ）＝

項番７１

枝番０７

受取利息配当金

項番７１

枝番１０

固定負債

10

8

固定資産

項番７１

経常（事業主）利益

12

44

45

23

24

25

27

26

28

29

30

37

38

39

40

41

42

43

31

32

33

34

35

36

9

X 2

X 12

X 12

X 2

X 2

X 12

X

-

-

-

-

12

X 12

売上高

X 2

X 12

X 2

X 12

X 2

X 2

X

枝番０８

売上総利益

流動負債

項番７１

枝番０９

-

-

-

X 4

2

X 2

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

X 12

X 12

項番７１

12

X 2

-

-

X 2

-

X 2

自己資本

項番７１

枝番１２

枝番１１

利益剰余金

支払利息
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備考桁数 繰り返し属性項目通番 レコード

“71”固定

“13”固定

“71”固定

“14”固定

-

-

-

-

-

-

-

13

項番７１

営業キャッシュフロー（当期）

総資本（当期）

枝番１３

X 12

X

52

53

48

49

50

51

46

枝番１４ X 2

X 12

X 12

12営業キャッシュフロー（前期）

X 2

総資本（前期）

47

-

14

X 2項番７１

X

2

(5)-3



別紙５

事務コード
事 務 名
（処理区分名）

帳 票 名 帳票コード
時 間
依頼年月

日

時 間
エントリ期

限

エントリ予定
件数（レコー
ド件数）

機械処理年
月 日

備 考

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )
3.4.1 3.4.7

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )
3.4.13 3.4.19

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.4.23 3.4.30
( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.5.13 3.5.19

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.5.31 3.6.4
( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.6.15 3.6.21

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.6.30 3.7.6
( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.7.13 3.7.20

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.7.29 3.8.4
( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.8.13 3.8.19

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.8.31 3.9.6
( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.9.13 3.9.17

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.9.29 3.10.5
( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )
3.10.13 3.10.19

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.10.28 3.11.4
( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )
3.11.12 3.11.18

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.11.30 3.12.6
( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )
3.12.14 3.12.20

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

3.12.23 4.1.4
( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

4.1.13 4.1.19

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

4.1.31 4.2.4
( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

4.2.14 4.2.18

( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

4.2.28 4.3.4
( 13 : 45 ) ( 08 : 30 )

4.3.14 4.3.18

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 2,700

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 2,700

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 5,500

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 6,000

A81
建設業許可業者
管理事務

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 3,900

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 5,100

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 6,900

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 8,900

A81
建設業許可業者
管理事務

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 6,300

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 4,700

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 4,300

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 11,300

A81
建設業許可業者
管理事務

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 8,600

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 8,000

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 12,400

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 15,000

A81
建設業許可業者
管理事務

A81
建設業許可業者
管理事務

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 11,600

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 12,600

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 14,200

建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 9,700

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 17,500

データエントリ計画表

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 1,300

A81
建設業許可業者
管理事務

A81
建設業許可業者
管理事務

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 5,900

ケイシンシ
ンセイヨ

A81IKSN 4,700

A81



別紙６

(建設政策課→受託業者)

第 号
月 日

年 月 日 時 分

括

納　品

年月日

発　　注　　者 発　　　注
印

記　　載　　用 担当者名

長野県建設部建設政策課長

個数

年(　　　年)

カード枚数

業務コード 業務名

納品予定日時

入 力 帳 票 名 入力帳票コード
帳票枚数

   括　No. ※作　業　件　数

納 品 区 分 　　　□　CD-R　　　□　その他 (                                 )

係名及び事務
担 当 者 氏 名

電話番号
（係名）

（氏名）

※納品年月日
(受託業者記入)

年 月 日

デ ー タ エ ン ト リ 発 注 書

御中



別紙７

(建設政策課→受託業者→建設政策課)

年 月 日 時 分

括

※
上記のとおり納品いたします。

年 月 日

（受託業者名）

長野県建設部建設政策課長　様

納品予定日時

入 力 帳 票 名 入力帳票コード
帳票枚数

業務コード 業務名

個数
   括　No.

カード枚数

 せ ん 孔
責任者名

※作　業　件　数

デ ー タ エ ン ト リ 納 品 書
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別紙 ８ 
個人情報取扱事務委託基準 

 
 

 
 長野県個人情報保護条例に基づき、個人情報を取り扱う業務を委託する場合の当該個人情
報について、次のとおり取り扱うものとする。 

 

（個人情報の漏えいの禁止） 

第１ 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏ら

してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（個人情報の滅失、改ざん及び損傷の禁止） 

第２ 受託者は、この契約による業務を行うために県から引き渡された個人情報を、滅失、

改ざん及び損傷してはならない。 

 

（個人情報の掲載された資料等の返還又は廃棄） 

第３ 受託者は、この契約による業務を行うため、取り扱う個人情報が必要でなくなった場

合には、県の指示により、速やかに個人情報の掲載された資料等を返還又は廃棄しなけれ

ばならない。 

 

（個人情報の目的外使用の禁止） 

第４ 受託者は、この契約による業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、個人情報

を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（個人情報の掲載された資料等の複製及び複写の禁止） 

第５ 受託者は、県が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために県から引き渡

された個人情報の掲載された資料等を、複製及び複写してはならない。 

なお、紛失防止のため原票のイメージ化をする場合には、県の承諾を得て行うものとす

る。 

 

（再委託の禁止） 

第６ 受託者は、県が承諾した場合を除き、個人情報を取り扱う業務は自ら行い、第三者に

その取扱いを委託してはならない。 

２ 受託者は、前項の規定により県の承認を受け再委託を行うときは、再委託先に対して、

この個人情報取扱事務委託基準を遵守する義務を負わせるものとする。 

 

（事故発生時における報告） 

第７ 受託者は、この契約による業務を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は損

傷等があった場合には、県に、直ちに報告し、その指示に従わなくてはならない。 
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別紙 ９ 
情報資産等取扱特記事項 

 
 

 長野県情報セキュリティポリシーに基づき、情報資産等(ネットワークで取り扱うデータ、
原票等)について、次のとおり取り扱うものとする。 
 

（情報資産等の漏えいの禁止） 

第１ 受託者は、この契約による業務に関して知り得た情報資産等の内容を他に洩らしては

ならない。 

  この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（情報資産等の滅失、改ざん及び損傷の禁止） 

第２ 受託者は、この契約による業務を行うために県から引き渡された情報資産等を、滅失、

改ざん及び破損してはならない。 

 

（情報資産等の掲載された資料等の返還又は破棄） 

第３ 受託者は、この契約による業務を行うため、取り扱う情報資産等が必要でなくなった

場合には県の指示により、速やかに情報資産等の掲載された資料等を、返還又は破棄しな

ければならない。 

 

（情報資産等の目的外使用の禁止） 

第４ 受託者は、この契約による業務を行うため、情報資産等を取り扱う場合には、情報資

産等を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（情報資産等の複製及び複写の禁止） 

第５ 受託者は、県が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために、県から引き

渡された情報資産等の掲載された資料等を、複製及び複写してはならない。 

なお、紛失防止のため原票のイメージ化をする場合には、県の承諾を得て行うものと

する。 

 

（再委託禁止） 

第６ 受託者は、情報資産等を取り扱う業務は自ら行うものとし、他の者にその取り扱いを

委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により県の承認を受けたときは、この限り

ではない。 

２ 受託者は、前項の規定により県の承認を受け再委託を行うときは、再委託先に対して、

この情報資産等取扱特記事項を遵守する義務を負わせるものとする。 

 

（事故発生時における報告） 

第７ 受託者は、この業務を行うために取り扱う情報資産等の漏えい、滅失又は損傷等があ

った場合には、直ちに県に報告し、その指示に従わなければならない。 
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